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条条 例例

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。  
令和７年３月 日  

金沢市長 村 山 卓

◎◎金金沢沢市市条条例例第第８８号号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和 年条例第７号）の一部を次のように改正する。

第５条第６項中「 歳以上の職員で市長が定めるもの」を「次項各号に掲げる職員」

に、「行政職給料表」を「医療職給料表 」に改め、「及び同表以外の各給料表の適

用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員」を削り、

同条第７項中「 歳以上の職員で市長が定めるもの」を「次の各号に掲げる職員」に、

「である場合又は」を「又は」に改め、同項に次の各号を加える。

歳以上の職員で市長が定めるもの（次号に掲げる職員を除く。）

行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び同表

以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市

長が定める職員

第 条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（扶養手当）」を付し、同条第１

項ただし書中「次項第１号及び第３号から第６号まで」を「次項第２号から第５号ま

で」に、「及び次条において「扶養親族たる配偶者、父母等」を「において「扶養親族

たる父母等」に改め、「（同条において「行政職９級職員等」という。）」を削り、同

条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り

上げ、同条第３項中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「前項第１号に該当する扶養親

族（次項において「扶養親族たる子」という。）については１人につき 円、扶養

親族たる父母等」に改め、「（次条第３項第４号及び第６号において「行政職８級職員

等」という。）」及び「、前項第２号に該当する扶養親族（次項及び同条において「扶

養親族たる子」という。）については１人につき 円」を削り、同条第４項中

「（以下この項及び次条第３項第７号において「特定期間」という。）」を削り、「特

定期間に」を「当該期間に」に改め、同条に次の１項を加える。

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶

養手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

第 条を次のように改める。

第 条 削除

第 条の５第１項第２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。同条において同じ。）」を加える。

第 条の２第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２項中「週休日等
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以外の日の午前零時から」を「午後 時から翌日の」に改め、「の間」の次に「（週休

日等に含まれる時間を除く。）」を加え、「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条

第３項中「に定める額」の次に「（前２項に規定する勤務に従事する時間を考慮して市

長が定める勤務をした職員にあっては、その額に 分の を乗じて得た額）」を加え、

同項第１号中「（当該勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める勤務をした職員に

あっては、その額に 分の を乗じて得た額）」を削る。

第 条の６中「から第 条まで、第 条の３から第 条の５まで及び第 条」を「及

び第 条」に改める。

第 条第１項ただし書中「、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当」を削る。

別表第１から別表第３までを次のように改める。

別表第１（第４条関係）

行 政 職 給 料 表

職員
の区
分＿

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円
１
２
３
４

５
６
７
８

９

条条 例例

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。  
令和７年３月 日  

金沢市長 村 山 卓

◎◎金金沢沢市市条条例例第第８８号号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和 年条例第７号）の一部を次のように改正する。

第５条第６項中「 歳以上の職員で市長が定めるもの」を「次項各号に掲げる職員」

に、「行政職給料表」を「医療職給料表 」に改め、「及び同表以外の各給料表の適

用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員」を削り、

同条第７項中「 歳以上の職員で市長が定めるもの」を「次の各号に掲げる職員」に、

「である場合又は」を「又は」に改め、同項に次の各号を加える。

歳以上の職員で市長が定めるもの（次号に掲げる職員を除く。）

行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び同表

以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市

長が定める職員

第 条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（扶養手当）」を付し、同条第１

項ただし書中「次項第１号及び第３号から第６号まで」を「次項第２号から第５号ま

で」に、「及び次条において「扶養親族たる配偶者、父母等」を「において「扶養親族

たる父母等」に改め、「（同条において「行政職９級職員等」という。）」を削り、同

条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り

上げ、同条第３項中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「前項第１号に該当する扶養親

族（次項において「扶養親族たる子」という。）については１人につき 円、扶養

親族たる父母等」に改め、「（次条第３項第４号及び第６号において「行政職８級職員

等」という。）」及び「、前項第２号に該当する扶養親族（次項及び同条において「扶

養親族たる子」という。）については１人につき 円」を削り、同条第４項中

「（以下この項及び次条第３項第７号において「特定期間」という。）」を削り、「特

定期間に」を「当該期間に」に改め、同条に次の１項を加える。

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶

養手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

第 条を次のように改める。

第 条 削除

第 条の５第１項第２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。同条において同じ。）」を加える。

第 条の２第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２項中「週休日等
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以外の日の午前零時から」を「午後 時から翌日の」に改め、「の間」の次に「（週休

日等に含まれる時間を除く。）」を加え、「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条

第３項中「に定める額」の次に「（前２項に規定する勤務に従事する時間を考慮して市

長が定める勤務をした職員にあっては、その額に 分の を乗じて得た額）」を加え、

同項第１号中「（当該勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める勤務をした職員に

あっては、その額に 分の を乗じて得た額）」を削る。

第 条の６中「から第 条まで、第 条の３から第 条の５まで及び第 条」を「及

び第 条」に改める。

第 条第１項ただし書中「、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当」を削る。

別表第１から別表第３までを次のように改める。

別表第１（第４条関係）

行 政 職 給 料 表

職員
の区
分＿

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円
１
２
３
４

５
６
７
８

９

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員＿

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第 条及び第 条に規定する職
員を除く。

別表第２（第４条関係）

教 育 職 給 料 表

職員
の区
分＿

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
１
２
３
４

５
６
７
８

９
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員＿

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第 条及び第 条に規定する職
員を除く。

別表第２（第４条関係）

教 育 職 給 料 表

職員
の区
分＿

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
１
２
３
４

５
６
７
８

９

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準 基 準 基 準 基 準 基 準

給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

円 円 円 円 円

備考
１ この表は、金沢市立工業高等学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、実習教諭、
養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手に適用する。

２ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員の給料月額は、この表の額に 円を
それぞれ加算した額とする。

別表第３（第４条関係）

医 療 職 給 料 表

ア 医療職給料表

職員
の区
分＿

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円
１
２
３
４

５
６
７
８

９
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準 基 準 基 準 基 準 基 準

給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

円 円 円 円 円

備考
１ この表は、金沢市立工業高等学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、実習教諭、
養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手に適用する。

２ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員の給料月額は、この表の額に 円を
それぞれ加算した額とする。

別表第３（第４条関係）

医 療 職 給 料 表

ア 医療職給料表

職員
の区
分＿

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円
１
２
３
４

５
６
７
８

９
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員＿

基 準
給 料 月 額

基 準
給 料 月 額

基 準
給 料 月 額

基 準
給 料 月 額

円 円 円 円

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表

職員
の区
分＿

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円
１
２
３
４

５
６
７
８

９

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員＿

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長が定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表

職員
の区
分＿

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円
１
２
３
４
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５
６
７
８

９
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員＿

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、看護師その他の職員で市長が定めるものに適用する。

（企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第２条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和 年条例第 号）の一部を次

のように改正する。

第５条の４第２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。同条及び第 条第２項において同じ。）」を加える。

第 条の３第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２項中「週休日等

以外の日の午前零時から」を「午後 時から翌日の」に改め、「の間」の次に「（週休

日等に含まれる時間を除く。）」を加え、「勤務した」を「勤務をした」に改める。

第 条第１項中「、第５条の４、第 条」を削り、同条第２項中「第５条の２、第５

条の４、第 条」を「第５条の４」に改める。

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第３条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第２号）の一部を次のように改正

する。

第 条第１項の表第 条の６の項中「、第 条の３から第 条まで、第 条の３から

第 条の５まで」を「、第 条の３及び第 条」に、「第 条の３から第 条まで、第

条の３から第 条の５まで、」を「第 条、第 条の５及び」に改める。

（職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正）

第４条 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年条例第 号）

の一部を次のように改正する。

附則第 条第７項中「５条第３項」を「第５条第３項」に、「から第 条まで、第

条の３から第 条の５まで及び第 条」を「並びに第 条」に改める。

附則第 条第２項中「、第５条の４、第 条」を削る。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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（号給の切替え）

第２条 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において職員の給与に関す

る条例（以下「給与条例」という。）別表第１から別表第３までの給料表の適用を受け

ていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられて

いる職務の級であったものの切替日における号給（次条及び同表において「新号給」と

いう。）は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその

者が受けていた号給（同表において「旧号給」という。）に応じて同表に定める号給と

する。

（切替日前の異動者の号給の調整）

第３条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるも

のをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるも

のをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるとこ

ろにより、必要な調整を行うことができる。

（令和８年３月 日までの間における扶養手当に関する経過措置）

第４条 切替日から令和８年３月 日までの間における第１条の規定による改正後の給与

条例（以下「改正後の給与条例」という。）第 条の規定の適用については、同条第１

項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第６号に該当する扶

養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上

であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当す

るものとして市長が定める職員に対しては」と、同条第２項中「 重度心身障害者」

「

とあるのは
重度心身障害者

配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）
と、同条第３項中「 円」とあるのは「 円」と、「とする」とある

」

のは「、前項第６号に該当する扶養親族については 円とする」とする。

（委任）

第５条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が定める。

附則別表 号給の切替表（附則第２条関係）

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

職 務 の 級

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １ １

６ ２ １ １ １ １ １ １

７ ３ １ １ １ １ １ １

８ ４ １ １ １ １ １ １

９ ５ １ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １ １
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８ ４ ４ １ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １ １

６ ６ ２ １ １ １

７ ７ ３ １ １ １

８ ８ ４ １ １ １

９ ９ ５ １ １ １

６ ２ １ ２

７ ３ １ ２

８ ４ １ ２

９ ５ １ ２

６ １ ２

７ １ ３

８ ２ ３

９ ２ ３

２ ３

２ ４

３ ４

３ ４

３ ４

３ ５

３ ５

３ ５

４ ５

４ ６

４ ６

４ ６

４ ６

４ ６

４ ７

４ ７

５

５

５

５

８ ４ ４ １ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １ １

６ ６ ２ １ １ １

７ ７ ３ １ １ １

８ ８ ４ １ １ １

９ ９ ５ １ １ １

６ ２ １ ２

７ ３ １ ２

８ ４ １ ２

９ ５ １ ２

６ １ ２

７ １ ３

８ ２ ３

９ ２ ３

２ ３

２ ４

３ ４

３ ４

３ ４

３ ５

３ ５

３ ５

４ ５

４ ６

４ ６

４ ６

４ ６

４ ６

４ ７

４ ７

５

５

５

５
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イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

職 務 の 級

旧号給 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

職 務 の 級

旧号給 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １
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９ １ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

２ １ １

３ １ １

４ １ １

５ １ １

６ ２ ２

７ ３ ３

８ ４ ４

９ ５ ５

６ ６

７ ７

８ ８

９ ９

９ １ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

２ １ １

３ １ １

４ １ １

５ １ １

６ ２ ２

７ ３ ３

８ ４ ４

９ ５ ５

６ ６

７ ７

８ ８

９ ９
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ウ 医療職給料表 の適用を受ける職員の新号給

職 務 の 級

旧号給 ２級 ３級 ４級

１ １ １ １

ウ 医療職給料表 の適用を受ける職員の新号給

職 務 の 級

旧号給 ２級 ３級 ４級

１ １ １ １



令和７年（2025年）３月27日　号外第３号の２ 金　沢　市　公　報

− 22−

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

２ １ １

３ １ １

４ １ １

５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ １

７ １

８ １

９ １

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

３

３

３

３

４

４

４

４

４

５

５

５

５

５

６

６

６

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

２ １ １

３ １ １

４ １ １

５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ １

７ １

８ １

９ １

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

３

３

３

３

４

４

４

４

４

５

５

５

５

５

６

６

６
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６

６

７

７

７

７

８

エ 医療職給料表 の適用を受ける職員の新号給

職 務 の 級

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １ １

６ ６ ２ １ １ １

７ ７ ３ １ １ １

８ ８ ４ １ １ １

９ ９ ５ １ １ １

６ ２ １ １

６

６

７

７

７

７

８

エ 医療職給料表 の適用を受ける職員の新号給

職 務 の 級

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １ １

６ ６ ２ １ １ １

７ ７ ３ １ １ １

８ ８ ４ １ １ １

９ ９ ５ １ １ １

６ ２ １ １
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７ ３ １ １

８ ４ １ １

９ ５ １ １

６ ２ ２

７ ３ ３

８ ４ ４

９ ５ ５

６ ６

７ ７

８ ８

９ ９

７ ３ １ １

８ ４ １ １

９ ５ １ １

６ ２ ２

７ ３ ３

８ ４ ４

９ ５ ５

６ ６

７ ７

８ ８

９ ９
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オ 医療職給料表 の適用を受ける職員の新号給

職 務 の 級

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

６ ６ ２ １ １

７ ７ ３ １ １

８ ８ ４ １ １

オ 医療職給料表 の適用を受ける職員の新号給

職 務 の 級

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

６ ６ ２ １ １

７ ７ ３ １ １

８ ８ ４ １ １
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９ ９ ５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ ２

７ ３

８ ４

９ ５

６

７

８

９

９ ９ ５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ ２

７ ３

８ ４

９ ５

６

７

８

９
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